
花みずき会館
臨時休館のお知らせ

　花みずき会館は、空調設備が故障
しており、熱中症の恐れがあるなど、
ご利用の皆さんへ安全と適正な利用
環境の提供を確保することが困難な
ことから、７月１日㈯～９月30日㈯
は臨時休館します。

  アセットマネジメント推進課管財
係（内線2470）

令和４年度コミュニティ助成事業
を実施しました

　一般財団法人自治総合センターで
は、宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を財源に、コミ
ュニティ助成事業を実施しています。
　このたび、新町町内会では、宝く
じの助成金を受けて、山車の修繕（本
体上部柱、高

こうらん
欄、屋根、擬

ぎ ぼ し
宝珠等）

を実施しました。

  市民生活課市民活動推進係（内
線2626）／鷲宮総務管理課地域
振興係（  内線112）

いきいき温泉久喜
利用証を交換します

　現在お使いの利用証の有効期限が
令和５年３月31日となっている方に
つきましては、有効期限を１年延長
した利用証と交換します。次の交換
場所にて交換してください。

【いきいき温泉久喜】
　３月31日㈮まで

【久喜市役所２階 高齢者福祉課】
　４月３日㈪から

  有効期限が令和５年３月31日の
利用証
  高齢者福祉課高齢者福祉係（内
線3367）

令和5年度国税専門官採用試験
受 験資格　平成５年４月２日～平成

14年４月１日生まれの方／平成14
年４月２日以降に生まれ、大学（短
期大学を除く）を卒業した方およ
び令和６年３月までに卒業見込み
の方など
  ３月１日㈬ ９時～20日㈪（受信
有効）に、原則、インターネット

　  （https://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html）で申し込み
  １次試験日：６月４日㈰

　  ２次試験日：６月30日㈮～７月14
　  日㈮のいずれか、第1次試験合格

通知書で指定する日時
試 験区分　国税専門Ａ（法文系）、

国税専門Ｂ（理工・デジタル系）
  インターネット申し込み：人事院
人材局試験課 ☎03-3581-5311

（内線2332、平日９時～ 17時）
　  その他：関東信越国税局人事第二

課試験係 ☎048-600-3111（内
線2097、平日８時30分～ 17時）

「久喜市レッツゴー！ウオーキング
目指せ日本一周！」を終了します
　３月31日㈮をもちまして、記録証
の発行および記念品の配布を終了し
ます。これまで多くの皆様にご参加
いただきありがとうございました。

  スポーツ振興課スポーツ企画推
進係（内線2276）

埼玉県自動車税事務所支所では
窓口での現金収納を終了します

　自動車税事務所の４支所（大宮、
熊谷、所沢、春日部）の窓口での現
金収納は、３月末で終了します。４
月からは、スマホ決済アプリ、金融
機関、コンビニ等での納税にご協力
ください。

  県税務課 ☎048-830-7606／
　 ☎048-830-2658

渡良瀬遊水地ヨシ焼き
　当日は、風向きや上昇気流により
灰や煙が広範囲に飛散し、洗濯物へ
の付着、庭や屋根に降灰する可能性
がありますのでご注意ください。
※ 前日の17時から当日にかけてゴルフ

場を除く遊水地全域が立ち入り禁止
となります。
  ３月４日㈯ ８時30分ごろから

　 予備日 ３月５日㈰・11日㈯・12日㈰
主催　渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会
※ ヨシ焼きの実施状況については、ホー

ムページ（https://watarase.or.jp）
および自動音声案内（☎0282-62-
0915）でも確認できます。
  （一財）渡良瀬遊水地アクリメ
ーション振興財団 ☎0282-62-
1161

新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認してください。
また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

青少年相談員
　県知事からの委嘱を受け、地域の
子どもたちの健やかな成長を助ける
ため活動するボランティアです。

  子どもたちの話し相手や遊び相手
となるようなイベント等の企画・
実施など
  義務教育を終了した15歳～ 39歳
の市内在住・在勤・在学者で、積
極的に参加できる方

※ 15歳～ 17歳の方は、保護者の同意
が必要です。
  子ども未来課子ども・青少年係（内
線3483）

しみん農園栗橋・鷲宮
令和５年度新規利用者

区画面積・年間使用料

利用期間　４月１日～令和６年３月31日
※ 継続利用は原則５年までです。応募

の状況により抽選を行います。
※ 他のしみん農園（久喜・菖蒲）も随

時募集しています。詳細はお問い合
わせください。
   ３月６日㈪～ 16日㈭ ９時～ 17
時に、電話で農業振興課農業振興
係（  内線343）へ

住宅・土地統計調査の調査員
（30人）

  10月１日を基準日として、５年に
一度実施される「住宅・土地統計
調査」において、世帯への調査票
の配布と回収、書類の点検・整理
等を行う。

※ 詳細は市ホームページをご覧ください。
※ 申し込み状況によっては、調査員をお

願いできない場合があります。
応 募資格　20歳以上の市内在住者

で、次の４点を満たす方
・ 責任をもって調査事務を遂行でき

る方
・調査で知りえた秘密を守れる方
・ 税務・選挙・警察に直接関係がな

い方
・ 暴力団員その他の反社会的勢力と

関係がない方
任期　８月中旬～ 10月下旬
報 酬　約３～７万円
　※ 受け持つ調査区数等により変動し、

調査終了後に支払われます。
  ４月14日㈮（必着）までに、電
子申請または直接・メールで、情
報推進課統計係（〒346-8501
／ joho@city.kuki.lg.jp／内線
5888）へ

愛の泉
～善意をありがとうございます～

★久喜市のために
久喜市高齢者大学　音楽クラブ

金 15,732円

部落差別について正しく理解しましょう

　部落差別は、日本社会の歴史的過程で作られた身分制度によって、
長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、
住居、職業や結婚などで差別を受ける、我が国固有の重大な人権問題
です。
　埼玉県において、令和４年７月８日に「埼玉県部落差別の解消の推
進に関する条例」が施行されました。この条例は「全ての県民が等し
く基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもので
ある」とし、「図書、地図その他資料の公表または流布、結婚や就職
に際しての身元調査、インターネットを使った情報提供その他の行為
により部落差別を行ってはいけない」など、県、県民、事業者の責務
を定めております。しかしながら、戸籍の不正取得による身元調査や、
インターネットを使った誹謗中傷などの人権問題が後を絶ちません。
　また、部落差別をいまさら取り上げる必要はなく、そっとこのまま
放置しておけば時間の経過とともに自然に解消する「寝た子を起こす
な」という誤った考え方では部落差別を解消することができません。
　私たち一人ひとりが、部落差別を自分の問題として受け止め、考え、
行動することが大切です。差別を決して許さないという強い気持ちを
持ち、学んだことを正しく伝え、差別の無い社会の実現に向けて行動
しましょう。

  生涯学習課人権教育係（  内線239）

お知らせ 募 集
しみん農園栗橋 しみん農園鷲宮
20㎡　2,400円 30㎡　12,000円
30㎡　3,600円
50㎡　6,000円

　－ お詫び －
広報くき２月号 5 ページの記事「広報くきアンケート結果」において、
回答件数を「783 件」と記載しましたが、正しくは「779 件」でした。
訂正してお詫びいたします。
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※郵便番号のみが記載されている場合は、所在地記入不要です。
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